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士心　　掛側

武
　
訳

現
在
、
日
本
に
お
い
て
成
年
後
見
法
制
の
整
備
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
ん
　
　
　
こ
の
研
究
会
に
お
け
る
、
約
二
年
間
に
わ
た
る
基
礎
的
な
論
点
整
理
と

で
い
る
。
法
務
大
臣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
法
制
審
議
会
民
法
部
会
は
一　
．

関
係
諸
団
体
か
ら
の
意
見
聴
取
や
諸
外
国
に
お
け
る
立
法
の
実
態
調
査

九
九
五
年
六
月
に
次
期
検
討
課
題
と
し
て
成
年
後
見
問
題
を
取
り
上
げ
　
　
　
等
の
調
査
研
究
の
検
討
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
成
果
が
、　
一
九
九
七
年

る
こ
と
、
並
び
に
そ
の
審
議
の
基
礎
と
な
る
論
点
整
理
・
調
査
研
究
を
　
　
　
九
月
二
〇
日
に
、
法
務
省
民
事
局
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た

「成
年
後
見

行
う
た
め
法
務
省
民
事
局
内
に
研
究
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
決
定
し
　
　
　
問
題
研
究
会
報
告
書
」
で
あ
る
．
同
日
、
研
究
会
の
報
告
を
受
け
た
法

た
。
こ
の
決
定
に
基
づ
い
て
、
同
年
七
月
法
務
省
民
事
局
内
に
、
民
法
　
　
　
制
審
議
会
民
法
部
会
は
、
財
産
法
小
委
員
会

・
身
分
法
小
委
員
会
の
各

学
者
、
弁
護
士
及
び
裁
判
官
、
最
高
裁

・
法
務
省
の
担
当
者
を
構
成
員
　
　
　
委
員
・幹
事
の
一
部
に
福
祉
関
係
者
を
含
む
一
般
有
識
者
を
加
え
た
「成

と
し
、
厚
生
省
の
担
当
者
を
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
す
る

「成
年
後
見
問
題
　
　
　
年
後
見
小
委
員
会
」
を
新
た
に
設
置
し
、　
一
九
九
七
年

一
〇
月
以
来
、

研
究
会
」
（座
長
――
星
野
英

一
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
が
設
置
さ
れ
た
。　
　
　
こ
の
小
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、　
一
九
九
八
年
春
頃
の
要
綱
試
案
の
公

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
七
九
年
統
一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一七
二
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表

・
関
係
各
界
へ
の
意
見
照
会
を
目
指
し
て
、
現
在
本
格
的
な
審
議
が

進
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（以
上
に
つ
き
、
「成
年
後
見
問
題
研

究
会
報
告
書
」
の

「
は
し
が
き
」
参
照
）。

筆
者
は
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

一
九
七

九
年
統

一
継
続
的
代
理
権
法
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ｌ
Ｑ
Ｒ
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続
的
代
理
権
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（Ｕ
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Ｌ
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■
９
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ｂ
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日
５
Ч
ｂ
Ь
け
日ｏ
∞い
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の
目
＞
”
↓
Ｕ
”
い０）

の
翻
訳
の
依
頼
を
い
た
だ
き
、
こ
れ
を
提
出
し
た
。
後
者
と
拙
稿

「
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
後
見
制
度
―
そ
の
意
義

・
沿
革

・
種
類
、
団

体
後
見
制
度
及
び
法
の
適
正
な
過
程
の
具
体
化
と
後
見
制
度
に
代
り
う

る
諸
制
度
」
『現
代
家
族
法
の
諸
相
―
高
野
竹
三
郎
先
生
古
稀
記
念
』
四

二
五
頁
以
下

（
一
九
九
二
年
）
は

一
九
九
七
年

一
〇
月
二
一
日
開
催
の

第

一
回
成
年
後
見
小
委
員
会
の
、
ま
た
、
前
者
と
拙
稿

「
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
に
お
け
る
精
神
遅
滞
者
保
護
の
た
め
の
制
限
さ
れ
た
後
見
制
度
」

「早
稲
田
法
学
会
誌
」
四
三
巻
二
九

一
頁
以
下

（
一
九
九
二
年
）
は

一

九
九
七
年

一
一
月
二
五
日
開
催
の
第
二
回
成
年
後
見
小
委
員
会
の
、
参

考
資
料
と
し
て
、
事
前
送
付
な
い
し
は
席
上
配
布
さ
れ
た
。

本
稿
は
、
参
考
資
料
と
し
て
提
出
し
た
翻
訳
を
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性
格
の
翻
訳
で
あ
る
た
め
、
訳
語
は
従
来

二
七
四

筆
者
が
用
い
て
き
た
訳
語
に
こ
だ
わ
ら
ず
で
き
る
限
り
参
事
官
室
の
要

望
に
添
う
よ
う
に
し
た
。
た
と
え
ば
、
本
稿
で
は
、ぃヽ
電
３
ド
●
ｏ
ｌ
Ｑ
Ｒ

”
津
Ｒ
●
ｏ■
、な
い
し
は
へざ
ロ
ロ
長
ゴ
四
り
ｏ
■
ｏあ

Ｒ

”
澪
Ｒ
Ｂ
ヽ
に
対
し
て

持
続
的
委
任
状
と
い
う
訳
語
を
用
い
ず
に
、
継
続
的
代
理
権
と
い
う
訳

語
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
、
ご
Ｑ
ｏ
Ｆ
、
と
。ギ
Ｑ
ｏ
ｏ

，
一いｏ
ｔ
の
訳
語
と
し

て
、
従
来
、
筆
者
は
英
米
法
事
典
の
訳
語
に
従
っ
て

「撤
回
す
る
」
と

「撤
回
」
を
す
べ
て
の
場
面
で
用
い
て
き
た
が
、
日
本
法
上
の
「撤
回
」

は

一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
っ
て
以
前
に
し
た
意
思
表
示
の
効
果
を
将

来
に
向
っ
て
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
日
本
民
法

一
一
一
条
と
六
五

三
条
の
解
釈
論
で
問
題
に
な
る

「本
人
が
意
思
無
能
力
と
な
る
と
代
理

権
が
消
滅
す
る
か
」
と
い
う
場
合
の

「消
滅
す
る
」
は
、
英
米
法
で
は

Ｒｅ
ｃ

お
く
ｏ
Ｆ
ｏ
（０
ヽ
を
用
い
る
も
の
の
、
日
本
法
上
は
意
思
表
示
が
介

在
し
な
い
の
で
、
「撤
回

（さ
れ
る
と

は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
ご
Ｑ
ｏ
庁
％
の
訳
語
を
文
脈
に
よ
っ
て
使
い
分
け
、
こ
の

よ
う
な
場
合
に
は

「撤
回
す
る
」
で
は
な
く

「失
効
す
る
」
と
い
う
訳

語
を
充
て
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
民
事
局
参

事
官
室
の
岩
井
伸
晃
局
付
検
事
の
ご
教
示
に
よ
る
。
岩
井
検
事
に
は
、

こ
れ
以
外
に
も
、
拙
訳
の
全
体
に
つ
き
特
に
規
定
振
り
の
観
点
か
ら
懇

切
丁
寧
な
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
の
意
を
表
し
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第

一
条
　
定
義

（
一
九
八
四
年
改
正
）

継
続
的
代
理
権
と
は
、
本
人
が
証
書
で
他
人
を
代
理
人
に
選
任
し
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
証
書
が

「
こ
の
代
理
権
は
後
に
生
ず
る
本
人
の

障
害
若
し
く
は
意
思
能
力
の
喪
失
又
は
時
の
経
過
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ

な
い
も
の
と
す
る
」、
「
こ
の
代
理
権
は
本
人
の
障
害
若
し
く
は
意
思
能

力
の
喪
失
の
時
点
に
お
い
て
発
効
す
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
文
言
、

又
は
、
後
に
生
ず
る
本
人
の
障
害
若
し
く
は
意
思
能
力
の
喪
失
に
か
か

わ
ら
ず
、
ま
た
、
失
効
す
る
時
点
が
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て

は
当
該
証
書
の
作
成
時
か
ら
の
時
の
経
過
に
か
か
わ
ら
ず
、
付
与
さ
れ

た
代
理
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
旨
の
本
人
の
意
思

を
示
す
同
様
の
文
言
を
含
む
代
理
権
を
い
う
。

本
人
が
障
害
を
も
ち
又
は
意
思
能
力
を
喪
失
し
て
い
る
間
に
継
続
的

代
理
権
に
基
い
て
代
理
人
に
よ
っ
て
さ
れ
た
す
べ
て
の
行
為
は
、
本
人

が
意
思
能
力
を
有
し
障
害
を
も
た
な
い
場
合
と
同
様
の
効
力
を
有
し
、

本
人
及
び
そ
の
利
害
関
係
あ
る
承
継
人
の
利
益
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
者

を
拘
束
す
る
。

当
該
証
書
が
失
効
す
る
時
点
を
明
示
し
て
い
る
場
合
を
除
き
、
継
続

的
代
理
権
は
、
当
該
証
書
の
作
成
以
降
の
時
の
経
過
に
か
か
わ
ら
ず
、

行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
条
　
代
理
人
と
裁
判
所
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
受
認
者
と
の
関
係

（
ａ
）
継
続
的
代
理
権
の
証
書
の
作
成
後
に
、
本
人
の
住
所
を
管
轄
す

る
裁
判
所
が
、
財
産
管
理
人
、
財
産
後
見
人
又
は
本
人
の
全
財
産
若
し

く
は
特
定
の
財
産
以
外
の
全
財
産
の
管
理
を
委
ね
ら
れ
た
そ
の
他
の
受

認
者
を
任
命
し
た
場
合
に
は
、
代
理
人
は
、
本
人
の
み
な
ら
ず
当
該
受

認
者
に
対
し
て
も
、
責
任
を
負
う
。

受
認
者
は
、
本
人
が
障
害
を
も
た
ず
意
思
能
力
を
喪
失
し
な
け
れ
ば

有
す
る
べ
き
権
限
と
同
様
の
継
続
的
代
理
権
を
撤
回
し
、
又
は
修
正
す

第
二
条
　
時
の
経
過
、
障
害
又
は
意
思
能
力
の
喪
失
に
よ
っ
て
影
響
を
　
　
　
る
権
限
を
有
す
る
。

受
け
な
い
継
続
的
代
理
権

（
一
九
八
七
年
改
正
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ｂ
）
本
人
は
、
継
続
的
代
理
権
の
証
書
に
よ
り
、
後
に
自
己
の
身
上

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
七
九
年
統
一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一七
五
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又
は
財
産
に
対
す
る
保
護
手
続
が
開
始
さ
れ
る
場
合
に
裁
判
所
に
よ
る

考
慮
の
対
象
と
す
る
た
め
に
、
財
産
管
理
人
、
財
産
後
見
人
又
は
身
上

後
見
人
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

裁
判
所
は
、
十
分
な
理
由
又
は
欠
格
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
継

続
的
代
理
権
の
証
書
に
お
け
る
本
人
の
最
も
新
し
い
指
名
に
従
っ
て
、

任
命
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
通
知
ま
で
失
効
し
な
い
代
理
権

（
ａ
）
継
続
的
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
代
理
権
の
証
書
を
作
成
し

た
本
人
の
死
亡
は
、
そ
の
死
亡
の
事
実
を
知
ら
ず
に
そ
の
代
理
権
に
基

づ
い
て
善
意
で
行
為
を
す
る
代
理
人
又
は
そ
の
他
の
者
と
の
関
係
で

は
、
そ
の
代
理
権
を
失
効
さ
せ
ず
、
終
了
さ
せ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
さ
れ
た
す
べ
て
の
行
為
は
、
他
の
理
由
に
よ
り
無

効
と
な
り
、
又
は
法
的
拘
束
力
の
な
い
場
合
を
除
き
、
本
人
の
利
益
の

た
め
に
承
継
人
を
拘
束
す
る
。

（ｂ
）
以
前
に
継
続
的
で
な
い
代
理
権
の
証
書
を
作
成
し
た
本
人
の
障

害
又
は
意
思
能
力
の
喪
失
は
、
そ
の
本
人
の
障
害
又
は
意
思
能
力
の
喪

失
を
知
ら
ず
に
そ
の
代
理
権
に
基
い
て
善
意
で
行
為
を
す
る
代
理
人
又

は
そ
の
他
の
者
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
代
理
権
を
失
効
さ
せ
ず
、
終
了

二
七
六

さ
せ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
さ
れ
た
す
べ
て
の
行
為
は
、
他
の
理
由
に
よ
り
無

効
と
な
り
、
又
は
法
的
拘
束
力
の
な
い
場
合
を
除
き
、
本
人
及
び
そ
の

利
害
関
係
あ
る
承
継
人
を
拘
束
す
る
。

第
五
条
　
宣
誓
供
述
書
に
よ
る
継
続
的
代
理
権
及
び
そ
の
他
の
代
理
権

の
継
続
の
証
明

継
続
的
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
代
理
権
の
証
書
に
対
す
る
善
意

で
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
宣
誓
供
述
書
が
、
代
理
人
が
代
理
権
の
行
使
の
時

点
に
お
い
て
撤
回
に
よ
る
代
理
権
の
消
滅
又
は
本
人
の
死
亡
、
障
害
若

し
く
は
意
思
能
力
の
喪
失
に
つ
い
て
実
際
に
知
ら
な
か
っ
た
旨
の
供
述

の
記
載
を
含
ん
で
い
る
と
き
は
、
そ
の
宣
誓
供
述
書
は
、
当
該
時
点
に

お
い
て
代
理
権
が
撤
回
さ
れ
ず
消
滅
し
な
か
っ
た
こ
と
の
確
定
的
な
証

拠
と
な
る
も
の
と
す
る
。

代
理
権
の
行
使
に
当
っ
て
登
録
可
能
な
証
書
の
作
成
及
び
交
付
が
求

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
宣
誓
供
述
書
も
ま
た
、
登
録
と
の
関
係
に
お
い

て
真
正
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
な
ら
ば
、
登
録
可
能
と
な
る
も
の

と
す
る
。



本
条
の
規
定
は
、
期
間
の
満
了
又
は
明
示
の
撤
回
若
し
く
は
本
人
の

精
神
的
能
力
の
変
化
以
外
の
事
由
に
よ
る
代
理
権
の
消
滅
に
関
す
る
代

理
権
の
証
書
の
い
か
な
る
条
項
に
も
、
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

第
六
条
　
適
用
及
び
解
釈
の
統

一

本
法
は
、
本
法
の
対
象
事
項
に
関
し
て
継
続
的
代
理
権
法
を
制
定
す

る
諸
州
の
間
に
お
い
て
法
を
統

一
す
る
と
い
う
本
法
の
一
般
的
な
目
的

を
実
現
す
る
た
め
に
、
適
用
さ
れ
、
か
つ
、
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
七
条
　
略
称
　
　
　
　
′

本
法
は
、
「統

一
継
続
的
代
理
権
法
」
と
し
て
引
用
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
　
可
分
性

本
法
の
規
定
又
は
そ
の
人
及
び
状
況
に
対
す
る
適
用
が
無
効
と
さ
れ

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
無
効
は
、
そ
の
無
効
な
規
定
又
は
そ
の
適

用
が
な
く
て
も
効
果
を
与
え
ら
れ
得
る
本
法
の
他
の
規
定
又
は
そ
の
適

用
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
こ
の
目
的
と
の
関
係
に
お
い
て
、
本
法
の

規
定
は
、
可
分
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
　
発
効
時
期

本
法
は
、
　
　
　
に
発
効
す
る
。

第

一
〇
条
　
廃
止

以
下
の
法
律
の
全
部
又
は

一
部
は
、
廃
止
さ
れ
る
。

（１
）

（２
）

（３
）

イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法

一
九
八
五
年
第
二
九
号

（ロコＱ〓ユ
コｍ・「
０〓
Φ『い
０一
砕ゝ一ｏ「コΦ】
」ｐＯ一
ぃ０∞
０　いｏ∞０
０
〓＞「引ｍ”
”Φ）

本
法
は
、
設
定
者
の
設
定
後
の
意
思
能
力
の
喪
失
に
も
か
か
わ
ら
ず

継
続
す
る
代
理
権
を
設
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

よ
う
な
代
理
権
に
関
す
る
規
定
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

［
一
九
八
五
年
六
月
二
六
日
］

二
七
七

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

一
九
七
九
年
統

一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法



法
政
研
究
二
巻
三

・
四
号

（
一
九
九
八
年
）

本
法
は
、
女
王
陛
下
に
よ
っ
て
、
貴
族
院
議
員
及
び
庶
民
院
議
員
に

よ
っ
て
、
そ
の
助
言
と
同
意
の
も
と
に
、
本
国
会
に
お
い
て
、
本
国
会

の
権
能
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
制
定
さ
れ
た
。

継
続
的
代
理
権

第

一
条
　
設
定
者
の
意
思
能
力
の
喪
失
に
も
か
か
わ
ら
ず
継
続
す
る
継

続
的
代
理
権

（１
）
設
定
者
が
本
法
の
定
め
る
意
義
に
お
け
る
継
続
的
代
理
権
を
設

定
し
た
と
き
は
、

（
ａ
）
そ
の
代
理
権
は
、
そ
の
後
に
設
定
者
が
意
思
能
力
を
喪
失
し
た

と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
効
力
を
失
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

（ｂ
）
設
定
者
が
意
思
能
力
を
喪
失
し
た
場
合
に
お
い
て
、
代
理
権
の

被
設
定
者
は
、
本
条
第
二
項
に
定
め
る
場
合
、
又
は
本
法
第
五
条
に
基

づ
い
て
裁
判
所
に
よ
る
指
示
も
し
く
は
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
を
除

き
、
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
本
法
第
六
条
に
従
っ
て
裁
判
所
に

よ
っ
て
登
録
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
又
は
事
情
に
よ
っ
て
は
そ
の
登
録

が
な
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
継
続
的
代
理
権
の
権
限
を
行
使
し
て
は
な
ら

な
い
。
そ
し
て
、

二
七
八

（
ｃ
）
本
条
第

一
項

（ｂ
）
が
、
あ
た
か
も
代
理
権
が
設
定
者
の
意
思

能
力
の
喪
失
に
よ
っ
て
失
効
し
た
か
の
よ
う
に
、
被
設
定
者
の
代
理
権

の
効
力
を
停
止
す
る
よ
う
に
作
用
す
る
場
合
に
は
、　
一
九
七

一
年
代
理

権
法

〔
一
九
七

一
年
第
二
七
号
〕
の
第
五
条

（被
設
定
者
と
第
二
者
の

保
護
）
が
適
用
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
。

（２
）
本
条
第

一
項

（ｂ
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
代
理
人
が

継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
を
登
録
す
る
申
立
て
を
行
っ
て
い
る
と
き

は
、
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
最
初
に
決
定
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
そ
の

代
理
人
は
、
継
続
的
代
理
権
に
基
づ
い
て
以
下
の
行
為
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
ａ
）
設
定
者
を
扶
養
し
、
又
は
設
定
者
の
財
産
に
損
害
が
生
ず
る
の

を
防
ぐ
行
為
。

（ｂ
）
第
二
条
第
四
項
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
自
己
又

は
他
人
を
扶
養
す
る
行
為
。

（３
）
代
理
人
が
本
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
と

主
張
す
る
と
き
は
、
そ
の
代
理
人
が
同
項

（■
）
又
は

（ｂ
）
に
従
わ

ず
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
そ
の
代
理
人
と
取
引
を
す
る
相



手
方
の
た
め
に
、
両
者
間
の
取
引
は
、
そ
の
代
理
人
が
同
項

（
ａ
）
又

は

（ｂ
Ｙ
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
場
合
と
同
様
に
有
効
で
あ
る
も
の

と
す
る
。

第
二
条
　
継
続
的
代
理
権
の
性
質

（１
）
本
条
第
七
項
な
い
し
第
九
項
及
び
本
法
第

一
一
条
の
制
約
内
に

お
い
て
、
代
理
権
を
設
定
す
る
証
書
が
以
下
の
要
件
を
み
た
す
場
合
に

は
、
そ
の
代
理
権
は
、
本
法
の
定
め
る
意
義
に
お
け
る
継
続
的
代
理
権

で
あ
る
も
の
と
す
る
。

（
ａ
）
当
該
証
書
が
、
指
定
さ
れ
た
書
式
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

か
つ
、

れ
る
規
定
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ａ
）
継
続
的
代
理
権
を
設
定
し
、
又
は
受
諾
す
る
こ
と
の
一
般
的
な

効
果
の
説
明
に
関
す
る
指
定
さ
れ
て
い
る
情
報
を
記
載
し
て
い
な
い
証

書
が
、
継
続
的
代
理
権
を
設
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
。

（ｂ
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
に
は
、
以
下
の
効
果
を
有
す
る
陳
述

が
含
ま
れ
る
こ
と
。

（ｉ
）
設
定
者
に
よ
る
陳
述
で
、
設
定
者
は
自
己
が
意
思
能
力
を
喪

失
し
た
後
も
代
理
権
が
継
続
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
。

（五
）
設
定
者
に
よ
る
陳
述
で
、
継
続
的
代
理
権
設
定
の
効
果
を
説

明
す
る
情
報
を
設
定
者
が
音
読
し
、
又
は
、
音
読
し
た
こ
と
が
あ
る

こ

と

。

（ｂ
）
当
該
証
書
が
、
設
定
者
及
び
代
理
人
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
方
　
　
　
　
（面
）
代
理
人
に
よ
る
陳
述
で
、
本
法
に
よ
り
課
さ
れ
る
登
録
に
よ

式
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
。
か
つ
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
義
務
に
つ
い
て
代
理
人
が
理
解
し
て
い
る
こ
と
。

（
ｃ
）
設
定
者
が
作
成
し
た
時
点
に
お
い
て
、
当
該
証
書
に
指
定
さ
れ

た
説
明
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
。

（３
）
本
条
第
二
項
に
よ
る
規
則
は
、

（ａ
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
に
よ
っ
て
一
人
以
上
の
代
理
人
が
選

（２
）
大
法
官
は
、
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
の
書
式
及
び
作
成
方
式
　
　
　
任
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
た
だ
一
人
の
代
理
人
が
選
任
さ
れ
る
場

に
関
し
て
、
規
則
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
規
則
は
、
大
　
　
　
合
と
は
別
の
規
定
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

法
官
に
と
っ
て
ヽ
以
下
の
こ
と
を
保
障
す
る
の
に
適
切
で
あ
る
と
解
さ
　
　
　
（ｂ
）
同
項
に
よ
っ
て
以
前
制
定
さ
れ
た
規
則
が
改
正
な
い
し
は
廃
止

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
七
九
年
統
一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一七
九



法
政
研
究
二
巻
三
・
四
号

（
一
九
九
八
年
）

さ
れ
る
と
き
は
、
留
保
規
定
及
び
経
過
規
定
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

（４
）
本
条
第
二
項
に
よ
る
規
則
は
、
所
轄
行
政
機
関
の
制
定
す
る
命

令
・規
則
等
に
よ
っ
て
制
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
命
令
・

規
則
等
は
議
会
の
い
ず
れ
か
の
議
院
に
よ
る
取
消
し
の
決
議
の
対
象
と

な
り
う
る
も
の
と
す
る
。

（５
）
指
定
さ
れ
た
方
式
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る

指
定
さ
れ
た
書
式
に
よ
る
証
書
は
、
反
対
の
証
拠
が
な
い
場
合
に
は
、

設
定
者
に
よ
る
作
成
の
時
点
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
説
明
情
報
の
記
載

さ
れ
た
証
書
で
あ
る
と
認
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（６
）
証
書
が
、
書
式
や
表
現
方
法
に
つ
き
重
要
で
は
な
い
点
に
お
い

て
、
指
定
さ
れ
た
書
式
と
異
な
る
と
き
は
、
そ
の
証
書
は
、
書
式
や
表

現
の
点
に
つ
き
十
分
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

（７
）
代
理
人
が
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
を
作
成
す
る
時
点
に
お
い

て
、
以
下
の
い
ず
れ
か
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
代
理

権
は
継
続
的
代
理
権
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
八
〇

（
ａ
）代
理
人
が
満

一
八
才
以
上
の
破
産
者
で
な
い
個
人
で
あ
る
こ
と
。

（ｂ
）
代
理
人
が
信
託
法
人
で
あ
る
こ
と
。

（８
）

一
九
二
五
年
受
託
者
法

〔
一
九
二
五
年
第

一
九
号
〕
第
二
五
条

（代
理
権
に
よ
っ
て
信
託
等
に
関
す
る
権
利
を
授
権
す
る
権
限
）
に
よ

る
代
理
権
は
、
継
続
的
代
理
権
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（９
）
代
理
人
に
代
行
者
又
は
後
任
者
を
指
名
す
る
権
限
を
与
え
る
代

理
権
は
、
継
続
的
代
理
権
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（１０
）
継
続
的
代
理
権
は
、
そ
の
破
産
の
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
て
も
、
代
理
人
の
破
産
に
よ
っ
て
失
効
す
る
も
の
と
す
る
。

（１１
）
裁
判
所
が
そ
の
よ
う
に
指
示
す
る
と
き

（そ
の
よ
う
な
指
示
が

あ
る
と
き
に
限
る
。
）
は
、
継
続
的
代
理
権
は
、　
一
九
八
三
年
精
神
保
健

法

〔
一
九
八
三
年
第
二
〇
号
〕
第
七
編
が
規
定
す
る
裁
判
所
の
権
限
の

う
ち
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
行
使
し
た
時
に
、
そ

の
効
力
を
失
う
。



（・２
）
捺
印
証
書
に
よ
る
と
そ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
る
と
を
問
ね
ず
、

い
か
な
る
継
続
的
代
理
権
の
放
棄
も
、
代
理
人
が
設
定
者
又
は

（本
法

第
四
条
第
六
項
な
い
し
は
本
法
第
七
条
第

一
項
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に

は
）
裁
判
所
に
そ
の
通
知
を
す
る
ま
で
は
、
有
効
と
は
な
ら
な
い
。

（・３
）
本
条
に
お
い
て
は
、
「指
定
さ
れ
た
」
と
い
う
文
言
は
、
本
条
第

二
項
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

第
二
条
　
継
続
的
代
理
権
に
お
け
る
代
理
人
の
代
理
権
等
の
範
囲

（１
）
継
続
的
代
理
権
は
、
設
定
者
の
財
産
及
び
事
務
の
全
部
若
し
く

は
特
定
部
分
に
つ
い
て
設
定
者
を
代
理
し
て
行
為
を
す
る

（本
条
第
二

項
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
る
）
包
括
的
代
理
権
を
代
理
人
に
与
え
、

又
は
設
定
者
を
代
理
し
て
特
定
の
事
務
を
行
う
代
理
権
を
代
理
人
に
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
代
理

権
は
条
件
及
び
制
限
の
制
約
内
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き

′つ
。

課
さ
れ
て
い
る
制
限
と
そ
の
証
書
に
含
ま
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
条
件
又

は
制
限
の
制
約
内
に
お
い
て
、
設
定
者
が
代
理
人
に
よ
っ
て
適
法
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
設
定
者
を
代
理
し
て
行
う
代
理
権

を
与
え
る
よ
う
に
作
用
す
る
。

（３
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
に
含
ま
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
条
件
又

は
制
限
の
制
約
内
に
お
い
て
、
包
括
的
で
あ
れ
制
限
的
で
あ
れ
継
続
的

代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
は
、
（何
ら
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
）
受

託
者
と
し
て
の
設
定
者
に
与
え
ら
れ
た
信
託
の
全
部
又
は

一
部
を
実
行

し
、
又
は
そ
の
よ
う
な
権
限
又
は
裁
量
の
全
部
又
は

一
部
を
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
支
払
を
受
け
た
資
本
や
そ
の
他
の
金
銭
に
対
し

て

（他
人
の
合
意
を
得
る
こ
と
な
く
）
有
効
な
受
領
書
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

（４
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
に
含
ま
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
条
件
又

は
制
限
の
制
約
内
に
お
い
て
、
包
括
的
で
あ
れ
制
限
的
で
あ
れ
継
続
的

代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
は
、
継
続
的
代
理
権
の
も
と
で
自
己
又

（２
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
包
括
的
代
理
権
を
代
理
人
に
与
え
　
　
　
は
設
定
者
以
外
の
者
に
利
益
を
与
え
る
た
め
に

（何
ら
同
意
を
得
る
こ

る
と
表
現
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
証
書
は
、
本
条
第
五
項
に
よ
っ
て
　
　
　
と
な
く
）、
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
な
く

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
七
九
年
統
一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一八

一
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行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ａ
）
設
定
者
が
代
理
人
又
は
そ
の
他
の
者
の
各
々
の
必
要
に
応
ず
る

で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
代
理
人
は
、
自
己
又
は
そ
の
他

の
者
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（ｂ
）
代
理
人
は
、
設
定
者
が

（
ａ
）
に
規
定
さ
れ
た
必
要
を
満
た
す

た
め
に
行
う
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
い
か
な
る
こ
と
も
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

（５
）
本
条
第
四
項
の
権
利
関
係
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
か

つ
、
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
に
含
ま
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
条
件
又
は

制
限
の
制
約
内
に
お
い
て
、
包
括
的
で
あ
れ
制
限
的
で
あ
れ
継
続
的
代

理
権
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
は
、
（何
ら
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
）
以
下

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
た
だ
し
、
そ
の
範
囲
を
超
え
る
こ
と
な
く
、
設

定
者
の
財
産
を
贈
与
と
し
て
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
ｂ

（
ａ
）代
理
人
は
、
設
定
者
の
親
族
又
は
関
係
者
（自
己
本
人
を
含
む
。）

に
対
し
、
季
節
的
な
若
し
く
は
、　
一
回
的
な
、
又
は
、
誕
生

・
結
婚
の

記
念
日
に
お
け
る
贈
与
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（ｂ
）
代
理
人
は
、
設
定
者
が
贈
与
を
し
た
、
又
は
す
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
慈
善
事
業
に
対
し
て
贈
与
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
八
二

た
だ
し
、
以
上
の
贈
与
の
そ
れ
ぞ
れ
の
価
格
は
、
す
べ
て
の
状
況
、

特
に
設
定
者
の
財
産
の
規
模
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

設
定
者
の
意
思
能
力
の
喪
失
時
又
は
減
退
時
に
お
け
る

代
理
人
の
採
る
べ
き
措
置

第
四
条

　
設
定
者
の
意
思
能
力
の
喪
失
時
又
は
減
退
時
に
お
け
る
代

理
人
の
義
務

（１
）
継
続
的
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
が
、
設
定
者
が
意
思
能

力
を
喪
失
し
、
又
は
意
思
能
力
を
喪
失
し
つ
つ
あ
る
と
信
ず
る
に
足
り

る
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
本
条
第
二
項
な
い
し
第
六
項
の
規
定
が
適
用

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（２
）
代
理
人
は
、
で
き
る
限
り
早
く
、
裁
判
所
に
対
し
、
継
続
的
代

理
権
授
与
証
書
の
登
録
の
申
立
て
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（３
）
登
録
の
申
立
て
を
す
る
前
に
、
代
理
人
は
、
附
則

一
に
定
め
ら

れ
た
通
知
に
関
す
る
規
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（４
）
登
録
の
申
立
て
は
、
指
定
さ
れ
た
書
式
に
よ
っ
て
さ
れ
、
か
つ
、

指
定
さ
れ
た
供
述
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（５
）
代
理
人
は
、
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
の
登
録
の
申
立
て
を
す

る
前
に
、
継
続
的
代
理
権
の
有
効
性
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
つ
い

て
裁
判
所
に
決
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
代
理
人
は
、

そ
の
決
定
に
基
づ
い
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
指
示

に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（６
）
い
か
な
る
継
続
的
代
理
権
の
放
棄
も
、
代
理
人
が
裁
判
所
に
そ

の
通
知
を
す
る
ま
で
は
、
有
効
と
は
な
ら
な
い
。

（７
）
登
録
の
申
立
て
に
お
い
て
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
故
意
に
虚
偽

の
供
述
を
し
た
者
は
、
以
下
の
責
任
を
負
う
。

（
ａ
）
起
訴
に
よ
る
有
罪
判
決
に
基
づ
い
て
、
二
年
以
下
の
拘
禁
若
し

く
は
罰
金
又
は
そ
の
双
方
。

（ｂ
）
陪
審
に
よ
ら
な
い
有
罪
判
決
に
基
づ
い
て
、
六
月
以
下
の
拘
禁

若
し
く
は
制
定
法
上
の
最
高
限
度
額
を
超
え
な
い
罰
金
又
は
そ
の
双

方
。

（８
）
本
条
及
び
附
則

一
に
お
い
て
は
、
「指
定
さ
れ
た
」
と
い
う
文
言

は
、
裁
判
所
規
則
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

第
五
条
　
登
録
前
に
お
け
る
裁
判
所
の
権
能

裁
判
所
は
、
継
続
的
代
理
権
の
設
定
者
が
意
思
能
力
を
喪
失
し
、
又

は
意
思
能
力
を
喪
失
し
つ
つ
あ
る
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
が
あ
り
、

か
つ
、
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
登
録
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
登
録
が

さ
れ
れ
ば
第
八
条
第
二
項
に
よ
っ
て
行
使
可
能
と
な
る
、
継
続
的
代
理

権
又
は
当
該
代
理
権
の
も
と
で
行
動
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
た
代
理
人

に
関
す
る
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

代
理
人
が
裁
判
所
に
当
該
証
書
の
登
録
の
申
立
て
を
既
に
し
て
い
る
か

否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
権
限
を
本
条
に
基
づ
い
て
行
使
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
六
条
　
登
録
申
請
の
際
の
裁
判
所
の
権
能

（１
）
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
裁
判
所
は
、
申
立
て
に
係
る
継
続

的
代
理
権
授
与
証
書
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ａ
）
登
録
の
申
立
て
が
本
法
第
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
に
従

っ
て

な
さ
れ
た
場
合
。

二

八

三

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

一
九
七
九
年
統

一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
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（ｂ
）
本
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
い
ず
れ
も
適
用
さ
れ
な
い
場
合
。

（２
）
裁
判
所
は
、　
一
九
八
三
年
精
神
保
健
法

〔
一
九
八
三
年
第
二
〇

号
〕
第
七
編
に
よ
り
設
定
者
に
つ
い
て
財
産
保
全
管
理
人
を
任
命
す
る

命
令
が
効
力
を
有
す
る
が
、
継
続
的
代
理
権
も
失
効
し
て
お
ら
ず
、
か

つ
、
撤
回
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
本
条
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
て
い
る
権
能
を
行
使
し
、
又
は
行
使
し
続
け
て
は
な
ら
ず
、
登
録
の

申
立
て
を
拒
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
裁
判
所
が
特
別
の
指

示
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（３
）
裁
判
所
は
、
登
録
の
申
立
て
か
ら
判
断
し
、
附
則

一
に
定
め
ら

れ
た
申
立
て
の
通
知
が
通
知
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

（た
だ
し
、

代
理
人
が
通
知
を
す
る
義
務
を
免
除
さ
れ
、
又
は
免
責
さ
れ
て
い
る
者

を
除
く
。
）
に
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
よ

う
な
者
の
各
自
に
つ
い
て
以
下
の
い
ず
れ
か
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い

る
と
認
め
る
と
き
は
、
本
法
の
趣
旨
と
の
関
係
で
当
該
申
立
て
が
本
法

第
四
条
第
二
項
に
従
っ
て
さ
れ
た
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
旨

の
指
示
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ａ
）
そ
の
者
に
代
理
人
が
通
知
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
な
く
又
は

二
八
四

著
し
く
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
。

（ｂ
）
そ
の
者
に
通
知
を
し
て
も
何
ら
有
益
な
目
的
に
適
合
し
な
い
も

の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（４
）
登
録
の
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
に
、

（
ａ
）
代
理
人
が
附
則

一
に
定
め
る
者
に
通
知
を
し
た
日
若
し
く
は
状

況
に
よ
っ
て
は
最
後
に
通
知
を
し
た
日
か
ら
五
週
間
を
経
過
す
る
前

に
、
登
録
に
対
す
る
有
効
な
異
議
の
通
知
を
裁
判
所
が
受
け
た
と
き
、

又
は
、

（ｂ
）
申
立
て
か
ら
判
断
し
て
、
附
則

一
の
第

一
条
に
よ
っ
て
通
知
が

さ
れ
た
者
が
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
、

（ｃ
）
適
切
な
調
査
に
よ
り
、
本
条
第
五
項
に
定
め
る
異
議
の
理
由
の

い
ず
れ
か
が
証
明
さ
れ
た
と
十
分
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
根
拠
と
な

る
証
拠
が
発
見
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
が
あ

る
と
き
は
、

裁
判
所
は
、
当
該
状
況
に
お
い
て
適
切
と
考
え
る
調
査
を

（そ
の
よ

う
な
調
査
が
存
在
す
る
な
ら
ば
）
行
い
、
又
は
行
わ
せ
る
ま
で
は
、
継

続
的
代
理
権
授
与
証
書
の
登
録
又
は
申
立
て
の
拒
否
の
い
ず
れ
を
も
し

て
は
な
ら
な
い
。



（５
）
本
法
の
趣
旨
と
の
関
係
に
お
い
て
、
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書

の
登
録
に
対
す
る
異
議
の
通
知
は
、
そ
の
異
議
が
以
下
の
理
由
の
一
つ

以
上
に
基
づ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
有
効
で
あ
る
も
の
と

す
る
。

（
ａ
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
と
主
張
さ
れ

て
い
る
継
続
的
代
理
権
が
、
継
続
的
代
理
権
と
し
て
有
効
で
は
な
い
こ

しＣ
。（ｂ

）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
継
続
的
代
理

権
が
存
続
し
て
い
な
い
こ
と
。

（
ｃ
）
設
定
者
が
意
思
能
力
を
喪
失
し
て
い
な
い
た
め
に
、
申
立
て
が

時
期
尚
早
で
あ
る
こ
と
。

（ｄ
）
設
定
者
に
継
続
的
代
理
権
を
設
定
さ
せ
る
た
め
に
、
詐
欺
又
は

不
当
な
圧
力
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
。

（
ｅ
）
す
べ
て
の
状
況
、
特
に
代
理
人
に
設
定
者
と
親
族
関
係
又
は

一

定
の
関
係
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
代
理
人
が
設
定
者
の
代
理
人

と
な
る
の
に
適
し
て
い
な
い
こ
と
。

き
る
程
度
に
ま
で
証
明
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
申
立
て
を
拒
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
が
裁
判
所
が
十
分

で
あ
る
と
認
定
で
き
る
ま
で
証
明
さ
れ
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
申

立
て
に
係
る
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
を
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（７

）
本
条
第
五
項

（ｄ
）
又
は

（
ｅ
）
の
理
由
に
基
づ
い
て
登
録
の

申
立
を
拒
む
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
証
書
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
継
続

的
代
理
権
を
命
令
で
撤
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（８
）
裁
判
所
が
本
条
第
五
項

（
ｃ
）
に
明
示
さ
れ
て
い
る
理
由
以
外

の
い
ず
れ
の
理
由
に
基
づ
い
て
登
録
申
立
て
を
拒
む
と
き
も
、
証
書
は

破
棄
す
る
た
め
に
引
き
渡
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
裁
判
所
が

特
別
の
指
示
を
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

登
録
後
の
法
的
地
位

（６
）
本
条
第
四
項
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
本
条
第
五
項
の
　
　
　
第
七
条
　
登
録
の
効
果

・
証
明
等

定
め
る
異
議
の
理
由
の
い
ず
れ
か
が
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
　
　
　
（１
）
本
法
第
六
条
に
お
け
る
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
の
登
録
の
効

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
七
九
年
統
一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一八
五
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果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
ぁ
る
。

（
ａ
）
設
定
者
に
よ
る
継
続
的
代
理
権
の
撤
回
は
、
裁
判
所
が
本
法
第

八
条
第
二
項
に
よ
り
撤
回
を
承
認
す
る
ま
で
は
、有
効
と
は
な
ら
な
い
。

（ｂ
）
継
続
的
代
理
権
の
放
棄
は
、
代
理
人
が
そ
の
通
知
を
裁
判
所
に

す
る
ま
で
は
、
有
効
と
は
な
ら
な
い
。

（
ｃ
）
設
定
者
は
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
代

理
権
の
範
囲
を
拡
張
し
、
又
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
登
録
後

に
設
定
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
指
示
又
は
同
意
は
、
そ
の
指
示
又
は

同
意
の
通
知
を
受
け
た
代
理
人
又
は
そ
の
他
の
者
に
対
し
、
同
意
の
場

合
に
は
権
利
を
与
え
る
こ
と
は
な
く
、
指
示
の
場
合
に
は
義
務
を
課
し
、

権
利
を
与
え
、
又
は
責
任
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。

（２
）
本
条
第

一
項
の
規
定
は
、
本
法
第
六
条
に
よ
っ
て
継
続
的
代
理

権
授
与
証
書
が
登
録
さ
れ
て
い
る
間
驚
、

一設
定
者
が

一
時
的
に
意
思
能

力
を
喪
失
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
適
用
さ
れ
る
。

（３
）
本
法
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ
た
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
の
正
式

の
謄
本
と
さ
れ
る
証
書
は
、連
合
王
国
の
い
か
な
る
地
域
に
お
い
て
も
、

登
録
さ
れ
た
証
書
の
内
容
及
び
そ
の
証
書
が
本
法
に
基
づ
い
て
登
録
さ

二
八
六

れ
た
事
実
の
証
拠
と
な
る
も
の
と
す
る
。

（４
）
本
条
第
二
項
の
規
定
は
、　
一
九
七

一
年
代
理
権
法

〔
一
九
七

一

年
第
二
七
号
〕
第
二
条

（認
証
謄
本
に
よ
る
証
明
）
及
び
法
に
よ
っ
て

正
当
と
認
め
ら
れ
る
そ
の
他
の
証
拠
方
法
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は

な
い
。

第
八
条
　
登
録
さ
れ
た
継
続
的
代
理
権
に
関
す
る
裁
判
所
の
権
能

（１
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
本
法
第
六
条
に
よ
っ
て
登
録
さ
れ

た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
継
続
的
代
理
権
並
び
に
そ
の
設
定
者
及
び
そ

れ
に
基
づ
い
て
行
為
を
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
た
代
理
人
に
つ
い
て
、

以
下
の
権
能
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

（２
）
裁
判
所
は
、
次
の
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
ａ
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
の
意
味
及
び
効
果
に
関
す
る
あ
ら
ゆ

る
問
題
を
決
定
す
る
こ
と
。

（ｂ
）
次
の
事
項
に
関
し
て
指
示
を
与
え
る
こ
と
。

（ｉ
）
代
理
人
に
よ
る
設
定
者
の
財
産
管
理
及
び
事
務
処
理
。

（五
）
代
理
人
に
よ
る
決
算
報
告
及
び
そ
の
た
め
に
代
理
人
に
よ
っ

て
保
存
さ
れ
て
い
る
記
録
の
提
出
。



（面
）
代
理
人
の
報
酬
又
は
費
用
。
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
の
中

に
明
文
の
規
定
が
な
い
場
合
と
、
明
文
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
場

合
と
を
問
わ
ず
、
か
つ
、
法
外
な
報
酬
の
払
戻
し
又
は
追
加
報
酬
の

支
払
の
た
め
の
指
示
を
含
む
。

（
ｃ
）
代
理
人
に
対
し
、
代
理
人
と
し
て
所
持
し
て
い
る
情
報
の
提
供

又
は
文
書
若
し
く
は
物
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
。

（ｄ
）
意
思
能
力
を
有
す
る
設
定
者
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
代
理
人
が
自

己
の
行
為
に
つ
い
て
設
定
者
か
ら
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
同
意
又
は
許

可
を
与
え
る
こ
と
。

（
ｅ
）
本
法
第
二
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
従
う
場
合
以
外
に
も

（た

だ
し
、
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
に
含
ま
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
条
件
又

は
制
限
の
制
約
内
に
お
い
て
）、代
理
人
に
対
し
て
自
己
又
は
設
定
者
以

外
の
者
の
利
益
の
た
め
に
行
為
を
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
こ
と
。

（ｆ
）
代
理
人
と
し
て
の
義
務
の
違
反
に
よ
っ
て
自
ら
発
生
さ
せ
、
又

は
発
生
さ
せ
た
可
能
性
の
あ
る
責
任
か
ら
、
代
理
人
を
完
全
に
、
又
は

部
分
的
に
免
れ
さ
せ
る
こ
と
。

（３
）
設
定
者
に
よ
り
、
又
は
設
定
者
を
代
理
し
て
、
代
理
権
撤
回
と

い
う
目
的
の
た
め
に
申
立
て
が
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
設
定
者
が
継

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
七
九
年
統
一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス

続
的
代
理
権
の
明
示
の
撤
回
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
法
的
に
必
要
な
す
べ

て
の
こ
と
を
既
に
行
っ
て
お
り
、
（裁
判
所
が
こ
の
撤
回
の
申
立
て
を
審

査
す
る
時
点
で
、
設
定
者
が
意
思
能
力
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
か

か
わ
ら
ず
）
撤
回
の
時
点
で
設
定
者
が
代
理
権
を
撤
回
す
る
た
め
の
意

思
能
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
十
分
な
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
裁
判
所
は
、
継
続
的
代
理
権
の
撤
回
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（４
）
裁
判
所
は
、
本
法
第
六
条
に
基
づ
い
て
登
録
さ
れ
た
継
続
的
代

理
権
授
与
証
書
の
登
録
を
、
以
下
の
各
時
点
に
お
い
て
、
抹
消
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ａ
）
本
条
第
二
項
に
基
づ
い
て
継
続
的
代
理
権
の
撤
回
を
承
認
す
る

時
点
、
又
は
本
法
第
七
条
第

一
項

（ｂ
）
の
も
と
で
放
棄
の
通
知
を
受

け
た
時
点
。

（ｂ
）

一
九
八
三
年
精
神
保
健
法

〔
一
九
八
三
年
第
二
〇
号
〕
第
七
編

に
規
定
す
る
裁
判
所
の
権
限
の
う
ち
い
か
な
る
む
の
で
あ
れ
、
裁
判
所

が
そ
れ
を
行
使
し
た
際
に
、
継
続
的
代
理
権
を
撤
回
す
る
指
示
を
与
え

た
時
点
。

（
ｃ
）
設
定
者
が
現
在
、
意
思
能
力
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
意
思
能

一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一八
七
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力
を
有
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
と
十
分
に
認
め
ら
れ
る
時
点
。

（ｄ
）
継
続
的
代
理
権
が
、有
効
期
間
の
経
過
に
よ
り
消
滅
し
て
お
り
、

又
は
設
定
者
の
死
亡
若
し
く
は
破
産
若
し
く
は
代
理
人
の
死
亡
、
意
思

能
力
の
喪
失
若
し
く
は
破
産
、
又
は
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は

そ
の
清
算
若
し
く
は
解
散
に
よ
っ
て
失
効
し
て
い
る
も
の
、
と
十
分
に

認
め
ら
れ
る
時
点
。

（
ｅ
）
登
録
が
さ
れ
た
時
、
当
該
継
続
的
代
理
権
が
有
効
か
つ
存
続
す

る
継
続
的
代
理
権
で
な
か
っ
た
も
の
、
と
十
分
に
認
め
ら
れ
る
時
点
。

（ｆ
）
設
定
者
に
継
続
的
代
理
権
を
設
定
さ
せ
る
た
め
に
詐
欺
又
は
不

当
な
圧
力
が
用
い
ら
れ
た
も
の
、
と
十
分
に
認
め
ら
れ
る
時
点
。
ま
た

ｉ丁
い
、（ｇ

）
す
べ
て
の
状
況
、
特
に
代
理
人
が
設
定
者
と
親
族
関
係
又
は

一

定
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
代
理
人
が
設
定
者
の
代
理
人

と
な
る
の
に
適
し
て
い
な
い
と
十
分
に
認
め
ら
れ
る
時
点
。

（５
）
裁
判
所
は
、
本
条
第
四
項

（ｆ
）
及
び

（ｇ
）
に
規
定
さ
れ
て

い
る
事
項
が
十
分
に
認
め
ら
れ
る
時
点
に
お
い
て
、
継
続
的
代
理
権
授

与
証
書
の
登
録
を
抹
消
す
る
と
き
は
、
そ
の
証
書
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ

た
継
続
的
代
理
権
を
命
令
で
撤
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
八
八

（６
）
（
ｃ
）
以
外
の
本
条
第
四
項
に
基
づ
く
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書

の
登
録
の
抹
消
に
際
し
て
は
、
当
該
証
書
は
、
破
棄
す
る
た
め
に
引
き

渡
さ
れ
ね
ば
な
ら
魯
い
。
た
だ
し
、
裁
判
所
が
特
別
の
指
示
を
し
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
っ

代
理
人
及
び
第
二
者
の
保
護

第
九
条
　
代
理
権
が
無
効
で
あ
り
、
又
は
撤
回
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る

代
理
人
と
第
二
者
の
保
護

（１
）
有
効
な
代
理
権
を
設
定
し
な
か
っ
た
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書

が
本
法
第
六
条
に
基
づ
い
て
登
録
さ
れ
た
と
き
は
、
（そ
の
登
録
が
、
間

題
と
な
っ
て
い
る
行
為
又
は
取
引
の
時
点
で
抹
消
さ
れ
て
い
た
か
ど
う

か
に
か
か
わ
ら
ず
）
本
条
第
二
項
及
び
第
二
項
が
適
用
さ
れ
る
。

（２
）
継
続
的
代
理
権
に
従
っ
て
行
為
を
す
る
代
理
人
は
、
（設
定
者
や

そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
者
に
対
し
て
）
継
続
的
代
理
権
の
不
存
在
を
理
由

と
す
る
責
任
を
負
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
代
理
人
が
行
為
時

に
以
下
の
事
項
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
ａ
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
有
効
な
継
続
的
代
理
権
を
設
定
し



な
か
っ
た
こ
と
。

（ｂ
）
仮
に
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
有
効
な
継
続
的
代
理
権
を
設

定
し
た
と
し
て
も
、
代
理
権
の
失
効
又
は
撤
回
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
た

で
あ
ろ
う
事
由
が
生
じ
た
こ
と
。

（
ｃ
）
仮
に
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
有
効
な
継
続
的
代
理
権
を
設

定
し
た
と
し
て
も
、
行
為
時
以
前
に
そ
の
代
理
権
が
有
効
期
間
の
経
過

に
よ
り
消
滅
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
。

（３
）
代
理
人
と
相
手
方
と
の
間
の
い
か
な
る
取
引
も
、
相
手
方
の
利

益
の
た
め
に
、
取
引
時
に
継
続
的
代
理
権
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
し

て
有
効
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
取
引
時
に
相
手
方
が
本
条

第
二
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
知
っ
て
い
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（４
）
代
理
人
と
相
手
方
と
の
間
の
取
引
が
、
本
条
第
二
項
に
よ
り
有

効
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
取
得
者
の
利
益
が
定
ま
る
と
き
は
、

取
得
者
の
利
益
の
た
め
に
、
以
下
の
場
合
に
は
そ
の
取
引
が
有
効
で

あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（６
）
附
則
二
は
、
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
有
効
な
継
続
的
代
理

（
ａ
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
登
録
さ
れ
た
日
か
ら

一
二
月
以
内
　
　
　
権
を
設
定
し
な
か
っ
た
場
合
及
び
当
該
代
理
権
が
設
定
者
の
意
思
能
力

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
七
九
年
統
一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一八
九

に
、
相
手
方
と
代
理
人
と
の
間
の
取
引
が
完
了
し
た
と
き
。

（ｂ
）
代
理
人
が
取
引
の
対
象
と
さ
れ
た
財
産
を
処
分
す
る
代
理
権
を

有
し
て
い
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
理
由
が
取
引
時
に
な
か
っ
た
旨
を

相
手
方
が
、
取
得
者
の
取
得
の
完
了
前
に
、
又
は
そ
の
完
了
後
二
月
以

内
に
誓
約
す
る
と
き
。

（５
）
一
九
七

一
年
代
理
権
法

〔
一
九
七

一
年
第
二
七
号
〕
第
五
条

（代

理
権
が
撤
回
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
代
理
権
に
基
づ
い
て
行

為
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
代
理
人
及
び
第
二
者
の
保
護
）
の
規
定
が
、

本
法
第
八
条
第
二
項
に
よ
り
裁
判
所
が
承
認
す
る
ま
で
は
、
設
定
者
の

撤
回
が
本
法
第
七
条
第

一
項

（
ａ
）
に
よ
っ
て
無
効
と
さ
れ
る
継
続
的

代
理
権
に
適
用
さ
れ
る
と
き
は
、　
一
九
七

一
年
代
理
権
法
第
五
条
の
規

定
の
趣
旨
と
の
関
係
に
お
い
て
、
撤
回
の
承
認
の
事
実
を
知
っ
て
い
る

こ
と
は
継
続
的
代
理
権
の
撤
回
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
承
認

さ
れ
て
い
な
い
撤
回
の
事
実
を
知
っ
て
い
て
も
継
続
的
代
理
権
の
撤
回

を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
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の
喪
失
に
よ
っ
て
失
効
し
て
い
る
場
合
に
、
保
護
を
与
え
る
効
果
を
有

す
る
も
の
と
す
る
。

（７
）
本
条
に
お
い
て
は
、
「取
得
者
」
及
び

「取
得
」
と
い
う
文
言
は
、

一
九
二
五
年
物
権
法

〔
一
九
二
五
年
第
二
〇
号
〕
第
二
〇
五
条
第

一
項

に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
意
味
を
有
す
る
。

補

則

第

一
〇
条
　
裁
判
所
に
関
す
る
精
神
保
健
法
の
規
定
の
適
用

（１
）
以
下
に
掲
げ
る
一
九
八
三
年
精
神
保
健
法

〔
一
九
八
三
年
第
二

〇
号
〕
第
七
編
の

（保
護
裁
判
所
に
関
す
る
）
規
定
は
、
次
の
本
項
各

号
及
び
本
条
第
二
項
の
規
定
に
従
っ
て
、
本
法
の
適
用
対
象
者
及
び
本

法
所
定
の
手
続
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
ａ
）
第

一
〇
三
条

（訪
問
相
談
員
の
権
能
）
は
、
当
該
条
文
に
お
い

て
規
定
さ
れ
て
い
る
者
に
適
用
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
本
法
適
用
対
象

者
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（ｂ
）
第

一
〇
四
条

（裁
判
官
の
権
限
）
は
、
当
該
条
文
の
第

一
項
に

お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
手
続
に
適
用
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
本
法
の

二
九
〇

適
用
対
象
者
に
つ
い
て
、
本
法
所
定
の
手
続
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す

２つ
。（

ｃ
）
第

一
〇
五
条
第

一
項

（任
命
さ
れ
た
裁
判
官
に
対
す
る
上
訴
）

は
、
当
該
条
文
の
適
用
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
判
決
に
適
用
さ
れ
る
の
と
同

様
に
、
保
護
裁
判
所
の
補
助
裁
判
官
の
あ
ら
ゆ
る
判
決
及
び
本
法
所
定

の
手
続
に
お
い
て
選
任
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
担
当
者
に
適
用
さ
れ
る
も
の

と
す
る
。
そ
し
て
、
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
の
判
決
を
不
服
と
す
る
上
訴

は
、
そ
の
判
決
が
そ
の
本
来
の
管
轄
権
の
行
使
と
し
て
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
か
、
本
号
に
よ
っ
て
拡
張
適
用
さ
れ
る
第

一
〇
五
条
第

一
項
所
定

の
上
訴
の
審
理
に
基
づ
い
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

控
訴
院
に
提
起
す
る
も
の
と
す
る
。

（ｄ
）
第

一
〇
六
条

（手
続
に
関
す
る
規
則
）
は
、
同
条
第
四
項
を
除

き
、
当
該
条
文
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
手
続
及
び
者
に
適
用
さ
れ

る
の
と
同
様
に
、
本
法
所
定
の
手
続
及
び
本
法
の
適
用
対
象
者
に
適
用

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（２
）
本
条
第

一
項
に
よ
り
適
用
さ
れ
る

一
九
八
三
年
精
神
保
健
法
第

七
編
の
規
定
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
、
課
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
権
能
は
、
本

法
の
趣
旨
と
の
関
係
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
、



「本
法
の
適
用
対
象
者
」
と
は
、　
一
九
八
三
年
精
神
健
康
法
第
七
編
に

定
め
る
患
者
と
な
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
継
続
的
代
理
権
の
設

定
者
及
び
そ
れ
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
を
意
味
す
る
一

（３
）
本
条
に
お
い
て
は
、
「任
命
さ
れ
た
裁
判
官
」
及
び

「選
任
さ
れ

た
担
当
者
」
と
い
う
文
言
は
、　
一
九
八
三
年
精
神
保
健
法

〔
一
九
八
三

年
第
二
〇
号
〕
第
七
編
に
お
け
る
の
と
同
じ
意
味
を
有
す
る
。

第

一
一
条
　
共
同
代
理
人
及
び
連
帯
的
代
理
人
に
対
す
る
適
用

（１
）

一
名
以
上
の
者
を
代
理
人
に
選
任
す
る
継
続
的
代
理
権
授
与
証

書
は
、
そ
の
代
理
人
が
共
同
で
又
は
連
帯
し
て
行
動
す
る
た
め
に
選
任

さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
継
続
的
代
理
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。（２

）
本
法
は
、
共
同
代
理
人
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
単
独

代
理
人
に
適
用
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
た
だ
し
附
則
三
第
一
編
に
定
め

る
修
正
の
制
約
内
に
お
い
て
、共
同
代
理
人
に
包
括
的
に
適
用
さ
れ
る
。

条
第
四
項
な
い
し
第
七
項
及
び
附
則
三
第
二
編
に
定
め
ら
れ
て
い
る
修

正
を
受
け
て
、
適
用
さ
れ
る
。

（４
）

一
名
の
代
理
人
に
係
る
継
続
的
代
理
権
の
設
定
要
件
の
不
充
足

は
、
そ
の
者
に
限
っ
て
証
書
に
よ
り
有
効
な
継
続
的
代
理
権
が
設
定
さ

れ
な
い
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
以
外
の
者
に
関
し
て
は
、
継
続
的
代
理
権

授
与
証
書
の
有
効
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
、
か
つ
、
そ
の
者
に
つ
い
て

も
、
継
続
的
で
な
い
代
理
権
の
設
定
の
た
め
の
証
書
と
し
て
の
有
効
性

に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

（５
）

一
名
又
は
そ
れ
以
上
の

（双
方
又
は
す
べ
て
で
は
な
い
）
代
理

人
が
、
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
登
録
の
申
立
て
を
行
い
、
又
は
申
立

て
に
加
わ
る
場
合
に
は
、

（
ａ
）申
立
人
で
な
い
代
理
人
は
、
申
立
人
で
あ
る
代
理
人
と
同
様
に
、

そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
最
初
の
決
定
が
さ
れ
る
ま
で
、
本
法
第

一
条
第

二
項
に
定
め
る
よ
う
に
（又
は
本
法
第
五
条
に
基
づ
い
て
）、
行
動
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（ｂ
）
申
立
て
の
通
知
は
、
附
則

一
に
基
づ
き
、
他
方
の
又
は
そ
の
他

（３
）
本
法
は
、
連
帯
的
代
理
人
に
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
本
　
　
　
の
代
理
人
に
対
し
て
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
七
九
年
統
一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一九
一
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（
ｃ
）
代
理
人
が
申
立
人
で
な
く
、
継
続
的
代
理
権
が
申
立
人
で
な
い

者
の
代
理
権
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
代
理
人
が
申
立
人
で
あ
る
場

合
又
は
継
続
的
代
理
権
が
申
立
人
の
代
理
権
で
あ
る
場
合
と
同
様
に
、

登
録
に
対
す
る
異
議
は
、
そ
の
代
理
人
又
は
継
続
的
代
理
権
に
関
す
る

理
由
に
基
づ
い
て
、
有
効
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（６
）
裁
判
所
は
、
代
理
人
又
は
継
続
的
代
理
権
に
対
す
る
異
議
の
理

由
が
証
明
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
証
明
に
よ
っ
て
影
響

を
受
け
な
い
代
理
人
に
つ
い
て
継
続
的
代
理
権
が
存
続
す
る
と
き
に

は
、
本
法
第
六
条
第
六
項
に
基
づ
い
て
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
の
登

録
を
拒
ん
で
は
な
ら
ず
、
登
録
に
つ
い
て
指
定
さ
れ
た
要
件
に
従
っ
て

継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
に
効
力
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（７
）
裁
判
所
は
、
本
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
す
る
登
録
の
無
効
原

因
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
原
因
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
な
い

代
理
人
に
つ
い
て
継
続
的
代
理
権
が
存
続
す
る
と
き
は
、
同
条
同
項
に

基
づ
い
て
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
の
登
録
を
抹
消
し
て
は
な
ら
ず
、

登
録
に
つ
い
て
指
定
さ
れ
た
要
件
に
従
っ
て
証
書
に
効
力
を
付
与
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
九
二

（８
）
本
条
に
お
い
て
、

「指
定
さ
れ
た
」
と
い
う
文
言
は
、
当
該
裁
判
所
の
規
則
に
よ
っ
て

指
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

「継
続
的
代
理
権
の
設
定
要
件
」
と
い
う
文
言
は
、
本
法
第
二
条
の

規
定

（た
だ
し
、
同
条
第

一
〇
項
な
い
し
第

一
二
項
を
除
く
。
）
及
び
同

条
第
二
項
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
規
則
の
規
定
を
意
味
す
る
。

第

一
二
条
　
一
定
の
場
合
に
お
い
て
登
録
前
の
要
件
を
修
正
す
る
大
法

官
の
権
限

（１
）
大
法
官
は
、
命
令
に
よ
り
、
適
当
と
認
め
る
種
類
の
代
理
人
に

対
し
、
登
録
前
に
親
族
に
通
知
を
す
べ
き
本
法
上
の
義
務
を
免
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（２
）
本
条
第
二
項
の
制
約
内
に
お
い
て
、
本
条
に
基
づ
い
て
一
定
の

種
類
の
代
理
人
に
つ
い
て
命
令
が
発
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
命
令

が
適
用
さ
れ
る
間
は
、
本
法
第
四
条
第
二
項
及
び
附
則

一
の
う
ち
、
登

録
の
申
立
て
の
通
知
を
親
族
に
す
べ
き
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
部
分

を
除
き
、
本
法
は
、
そ
の
一
定
の
種
類
に
属
す
る
代
理
人
に
つ
い
て
効

力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。



（３
）
共
同
代
理
権
又
は
連
帯
的
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
は
、
　
　
　
て
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
。

本
条
に
基
づ
い
て
適
用
さ
れ
る
命
令
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
種
類
の
代
　
　
　
　
「意
思
能
力
を
喪
失
し
た
」
又
は

「意
思
能
力
の
喪
失
」
と
い
う
文

理
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
他
の
い
　
　
　
一面
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
代
理
権
の
失
効
に
関
す
る
用
例
の
場
合
を

ず
れ
か
の
代
理
人
が
、
本
条
に
基
づ
い
て
適
用
さ
れ
る
当
該
命
令
又
は
　
　
　
除
き
、
あ
ら
ゆ
る
者
と
の
関
係
で
、
そ
の
者
が
精
神
障
害
に
よ
っ
て
そ

他
の
命
令
で
指
定
さ
れ
た
種
類
の
代
理
人
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
共
同
　
　
　
の
財
産
管
理
及
び
事
務
処
理
に
つ
い
て
無
能
力
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

代
理
権
又
は
連
帯
的
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
に
つ
い
て
本
条
第
　
　
　
る
。
「意
思
能
力
を
有
す
」
又
は

「意
思
能
力
」
と
い
う
文
言
は
、
上
記

二
項
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
意
味
に
応
じ
て
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
。

「精
神
障
害
」
と
い
う
文
言
は
、　
一
九
八
三
年
精
神
保
健
法
に
お
け

（４
）
本
条
に
基
づ
い
て
命
令
を
発
す
る
権
限
は
、
所
轄
行
政
機
関
の
　
　
　
る
の
と
同
じ
意
味
を
有
す
る
っ

制
定
す
る
命
令
・規
則
等
に
よ
っ
て
行
使
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、　
　
　
　
「通
知
」
と
い
う
文
言
は
、
書
面
に
よ
る
通
知
を
意
味
す
る
。

そ
の
命
令

・
規
則
等
は
、
議
会
の
い
ず
れ
か
の
議
院
に
よ
る
取
消
し
の
　
　
　
　
「裁
判
所
規
則
」
と
い
う
文
言
は
、
本
法
第

一
〇
条
に
よ
っ
て
適
用

決
議
の
対
象
と
な
り
う
る
も
の
と
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る

一
九
八
三
年
精
神
保
健
法
第
七
編
所
定
の
規
則

を
意
味
す
る
。

第

一
三
条
　
解
釈
条
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「制
定
法
上
の
最
高
限
度
額
」
と
い
う
文
言
は
、　
一
九
八
二
年
刑
事

（１
）
本
法
に
お
い
て
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
判
法

〔
一
九
八
二
年
第
四
八
号
〕
第
七
四
条
第

一
項
に
よ
っ
て
規
定

「裁
判
所
」
と
い
う
文
言
は
、
本
法
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
権
能
と
の
　
　
　
さ
れ
て
い
る
意
味
を
有
す
る
。

関
係
に
お
い
て
、　
一
九
八
三
年
精
神
保
健
法
２

九
八
三
年
第
二
〇
号
〕　
　
　
　
「信
託
法
人
」
と
い
う
文
言
は
、
受
託
者
と
な
る
又
は

一
九
〇
六
年

第
七
編
に
よ
り
管
轄
権
を
も
つ
機
関
を
意
味
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
受
託
者
法
Ｔ

九
〇
六
年
第
五
五
号
〕第
四
条
第
二
項
の
規
則
に
よ
っ

「継
続
的
代
理
権
」
と
い
う
文
言
は
、
本
法
第
二
条
の
規
定
に
従
っ
　
　
　
て
保
管
受
託
者
と
し
て
行
動
す
る
権
利
が
あ
る
場
合
に
、
高
等
法
院
又

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
七
九
年
統
一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一九
二
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は
県
裁
判
所
に
よ
っ
て

（そ
れ
ぞ
れ
の
管
轄
権
に
応
じ
て
）
選
任
さ
れ

た
公
受
託
者
又
は
法
人
を
意
味
す
る
。

（２
）
あ
る
特
定
の
時
点
に
お
い
て
継
続
的
代
理
権
の
設
定
者
が
何
を

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
本
法
の
下
で
又
は
本
法
の
趣

旨
と
の
関
係
で
生
ず
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
、
設
定
者
が
当
該
時
点
に
お

い
て
完
全
な
意
思
能
力
を
有
し
て
い
る
と
仮
定
し
て
、
決
定
す
る
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
う
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当

該
時
点
に
お
い
て
存
在
す
る
周
囲
の
状
況
に
照
ら
し
て
決
定
す
る
も
の

と
す
る
。

第

一
四
条
　
略
称
、
発
効
、
適
用
地
域

（１
）
本
法
は
、
コ

九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
」
と
し
て
引
用
す
る

も
の
と
す
る
。

（２
）
本
法
は
、
大
法
官
が
所
轄
行
政
機
関
の
制
定
す
る
命
令

・
規
則

等
の
形
式
に
よ
っ
て
発
す
る
命
令
の
指
定
す
る
日
付
を
も
っ
て
、
発
効

す
る
も
の
と
す
る
。

二
九
四

（３
）
本
法
は
、
本
法
第
七
条
第
二
項
及
び

（
一
九
八
三
年
精
神
保
健

法
第

一
〇
四
条
第
四
項
が
適
用
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
）
本
法
第

∵
○

条
第

一
項

（ｂ
）
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
及
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
も
適

用
さ
れ
る
こ
と
を
唯

一
の
例
外
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー

ル
ズ
に
適
用
さ
れ
る
。

附
　
則

附
則

一　
登
録
前
の
通
知

第

一
編
　
親
族
及
び
設
定
者
に
通
知
を
す
る
義
務

親
族
に
通
知
を
す
る
義
務

第

一
条

本
附
則

一
の
第
二
条
の
制
約
内
に
お
い
て
、
登
録
の
申
立
て
を
す
る

前
に
、
代
理
人
は
、
登
録
の
申
立
て
を
す
る
意
思
を
本
附
則

一
の
第
二

条
に
よ
っ
て
通
知
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て

（該
当
者
が
あ
る
場
合
に
は
）
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第
二
条

（１
）
本
条
第
二
項
な
い
し
第
四
項
に
含
ま
れ
て
い
る
制
限
の
制
約
内

に
お
い
て
、
以
下
の
各
号
に
属
す
る

（本
法
に
お
い
て

「親
族
」
と
称

さ
れ
る
）
者
は
、
本
附
則

一
の
第

一
条
に
定
め
る
通
知
を
受
け
る
権
利

を
有
す
る
。

（
ａ
）
設
定
者
の
夫
又
は
妻

（ｂ
）
設
定
者
の
子

（
ｃ
）
設
定
者
の
親

（ｄ
）
設
定
者
の
兄
又
は
姉
。
全
血
で
あ
る
か
半
血
で
あ
る
か
を
問
わ

な
い
。

（
ｅ
）
設
定
者
の
子
の
寡
婦
又
は
課
夫

（ｆ
）
設
定
者
の
孫

（ｇ
）
設
定
者
の
全
血
の
兄
又
は
姉
の
子

（ｈ
）
設
定
者
の
半
血
の
兄
又
は
姉
の
子

（ｉ
）
設
定
者
の
全
血
の
お
じ
又
は
お
ば

（ｊ
）
設
定
者
の
全
血
の
お
じ
又
は
お
ば
の
子

（２
）
本
条
第

一
項
の
各
号
に
属
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
以
下
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
本
附
則

一
の
第

一
条
に
定
め
る
通
知
を

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
七
九
年
統
一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一

受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
。

（
ａ
）
そ
の
者
の
名
前
又
は
住
所
が
代
理
人
に
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
代

理
人
が
そ
れ
を
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
．

（ｂ
）
そ
の
者
が
満

一
八
歳
に
達
し
て
お
ら
ず
、
又
は
意
思
能
力
を
喪

失
し
て
い
る
、
と
設
定
者
が
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
場
合
。

（３
）
本
条
第
四
項
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
合
計
三
名
の
者
の

み
が
本
附
則

一
の
第

一
条
に
定
め
る
通
知
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

そ
の
権
利
を
有
す
る
者
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
条
第

一
項

（
ａ
）
に
属
す
る
者
は
同
項

（ｂ
）
に
属
す
る
者
に
優
先
し
、
同
項

（ｂ
）

に
属
す
る
者
は
同
項

（
ｃ
）
に
属
す
る
者
に
優
先
す
る
も
の
と
し
、
以

下
同
様
と
す
る
。

（４
）
本
条
第
二
項
に
定
め
る
三
名
の
制
限
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

（
ａ
）
本
条
第

一
項

（
ａ
）
な
い
し

（ｉ
）
の
い
ず
れ
の
号
で
あ
れ
、

そ
れ
に
属
す
る
者
が

一
名
以
上
あ
る
場
合
で
、
か
つ
、

（ｂ
）
そ
れ
ら
の
者
の
う
ち
少
な
く
と
も

一
名
が
本
附
則

一
の
第

一
条

に
定
め
る
通
知
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
場
合
に
は
、

本
条
第
二
項
の
制
約
内
に
お
い
て
、
そ
の
号
に
属
す
る
す
べ
て
の
者

九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一九
五



法
政
研
究
二
巻
三
・
四
号

（
一
九
九
八
年
）

が
本
附
則

一
の
第

一
条
に
定
め
る
通
知
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

第
二
条

（１
）
代
理
人
は
、
自
己
本
人
又
は
登
録
の
申
立
て
に
加
わ
っ
て
い
る

継
続
的
代
理
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
そ
の
他
の
代
理
人
に
対
し
、
本
附

則

一
の
第
二
条
に
よ
っ
て
自
己
本
人
又
は

（場
合
に
よ
っ
て
は
）
そ
の

他
の
代
理
人
が
通
知
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本

附
則

一
の
第

一
条
に
定
め
る
通
知
を
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
も
の
と
す

′つ
。（２

）
本
附
則

一
の
第

一
条
に
よ
り
通
知
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者

に
つ
い
て
、
代
理
人
は
、
登
録
の
申
立
て
を
す
る
前
に
、
裁
判
所
に
対

し
、
そ
の
者
に
通
知
を
す
る
義
務
の
免
除
を
受
け
る
申
立
て
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
以
下
の
い
ず
れ
か

の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
申
立
て
を
認
容

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ａ
）
そ
の
者
に
代
理
人
が
通
知
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
く
な
く
、
又

は
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（ｂ
）
そ
の
者
に
通
知
を
し
て
も
何
ら
有
益
な
目
的
に
適
合
し
な
い
も

二
九
六

の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

設
定
者
に
通
知
を
す
る
義
務

第
四
条

（１
）
本
条
第
二
項
の
制
約
内
に
お
い
て
、
登
録
の
申
立
て
を
す
る
前

に
、
代
理
人
は
、
登
録
の
申
立
て
を
す
る
意
思
を
設
定
者
に
対
し
て
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（２
）
本
附
則
一
の
第
二
条
第
二
項
は
、
本
附
則

一
の
第

一
条
に
よ
り

通
知
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
の
と
同
様

に
、
設
定
者
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
編
　
通
知
の
内
容

第
五
条

本
附
則

一
に
基
づ
く
親
族
に
対
す
る
通
知
は
、

（ａ
）
指
定
さ
れ
た
書
式
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ｂ
）
代
理
人
が
当
該
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
の
登
録
の
申
立
て
を



保
護
裁
判
所
に
対
し
て
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
ｃ
）
そ
の
通
知
が
さ
れ
る
者
に
対
し
、
本
附
則

一
に
基
づ
く
通
知
が

さ
れ
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
す
る
前
に
、
保
護
裁
判
所
に
対
す
る
文

書
に
よ
る
通
知
に
よ
っ
て
、
申
立
て
に
係
る
登
録
に
対
し
て
異
議
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ｄ
）
登
録
に
対
し
て
異
議
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
と
し
て
、

本
法
第
六
条
第
五
項
に
掲
げ
る
理
由
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

本
附
則

一
に
基
づ
く
設
定
者
に
対
す
る
通
知
は
、

（
ａ
）
指
定
さ
れ
た
書
式
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ｂ
）
本
附
則
第
五
条

（ｂ
）
に
定
め
る
供
述
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
ｃ
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
登
録
さ
れ
て
い
る
間
は
、
設
定
者

に
よ
る
継
続
的
代
理
権
の
い
か
な
る
撤
回
も
、
そ
の
撤
回
が
保
護
裁
判

所
に
よ

っ
て
承
認
さ
れ
る
ま
で
は
効
力
を
有
し
な
い
旨
を
設
定
者
に
知

ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
編
　
自
己
以
外
の
代
理
人
に
通
知
を
す
る
義
務

第
七
条

（１
）
本
条
第
二
項
の
制
約
内
に
お
い
て
、
登
録
の
申
立
て
を
す
る
前

に
、
連
帯
的
代
理
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
代
理
人
は
、
登
録
の
申
立
て

を
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
、
当
該
申
立
て
に
加
わ
っ
て
い
な
い
連
帯
的

代
理
権
を
付
与
さ
れ
て
い
る
自
己
以
外
の
代
理
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
本
附
則

一
の
第
二
条
第
二
項
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
本

附
則

一
の
第
二
条
に
よ
っ
て
通
知
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に
つ
い

て
適
用
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
本
条
に
よ
っ
て
通
知
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
代
理
人
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（２
）
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
代
理
人
は
、
本
条

に
よ
っ
て
通
知
を
受
け
る
権
利
を
有
し
な
い
。

（
ａ
）
そ
の
代
理
人
の
住
所
が
登
録
の
申
立
て
を
し
て
い
る
代
理
人
に

知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
登
録
の
申
立
て
を
し
て
い
る
代
理
人
が
そ
れ
を
確

知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
。

（ｂ
）
そ
の
代
理
人
が
満

一
八
歳
に
達
し
て
お
ら
ず
、
又
は
意
思
能
力

を
喪
失
し
て
い
る
、
と
登
録
の
申
立
て
を
し
た
代
理
人
が
信
ず
る
に
足

り
る
理
由
が
あ
る
場
合
。

二
九
七

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

一
九
七
九
年
統

一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法



法
政
研
究
二
巻
三
・
四
号

（
一
九
九
八
年
）

第
四
編

補

則

第
八
条

（１
）
本
附
則

一
の
趣
旨
と
の
関
係
に
お
い
て
、
嫡
出
で
な
い
子
は
、

そ
の
父
と
母
と
の
間
に
生
ま
れ
た
嫡
出
子
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き

も
の
と
す
る
。

（２
）

一
九
七
八
年
法
律
の
解
釈
に
関
す
る
法
律

〔
一
九
七
八
年
第
二

〇
号
〕
の
第
七
条

（郵
便
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
規
定
の
解
釈
）
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
本
附
則

一
の
趣
旨
と
の
関
係
に
お
い
て
、
郵
便
に
よ

・っ

て
さ
れ
た
通
知
は
、
そ
れ
が
投
函
さ
れ
た
日
に
通
知
さ
れ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

附
則
二
　
代
理
人
及
び
第
二
者
の
保
護
の
補
足

第

一
条

以
下
の
場
合
に
は
、
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
登
録
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
附
則
二
の
第
二
条
及
び
第
二
条
が
適
用

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

二
九
八

（
ａ
）
本
法
第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
指
定
さ
れ
た
書
式
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
証
書
が
、
有
効
な
継
続
的
代
理
権
で
な
い
代
理
権
を
設
定
す
る

場
合
。
及
び
、

（ｂ
）
代
理
権
が
設
定
者
の
意
思
能
力
の
喪
失
に
よ
っ
て
失
効
す
る
場

△
口
。

第
二
条

継
続
的
代
理
権
に
従
っ
て
行
為
す
る
代
理
人
は
、
（設
定
者
又
は
そ
の

他
の
者
に
対
し
て
）
そ
の
失
効
又
は
撤
回
を
理
由
と
す
る
責
任
を
負
わ

な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
行
為
時
に
以
下
の
事
項
を
知
っ
て
い
た

と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ａ
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
有
効
な
継
続
的
代
理
権
を
設
定
し

な
か
っ
た
こ
と
。

（ｂ
）
設
定
者
が
意
思
能
力
を
喪
失
し
て
い
た
こ
と
。

第
二
条

代
理
人
と
相
手
方
と
の
間
の
い
か
な
る
取
引
も
、
相
手
方
の
利
益
の

た
め
に
、
取
引
時
に
継
続
的
代
理
権
が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
し
て
有

効
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
取
引
時
に
相
手
方
が
以
下
の
事



項
を
知
っ
て
い
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
ａ
）
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
が
有
効
な
継
続
的
代
理
権
を
設
定
し

な
か
っ
た
こ
と
。

（ｂ
）
設
定
者
が
意
思
能
力
を
喪
失
し
て
い
た
こ
と
。

第
四
条

点
に
つ
い
て
の
規
定
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

本
法
第
二
条
第
九
項
及
び
第

一
〇
項
に
お
い
て
、
代
理
人
に
つ
い
て

規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
継
続
的
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
代
理

人
に
つ
い
て
の
規
定
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

本
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
は
、
本
法
第
九
条
第
二
項
に
よ
っ
て
取

引
が
有
効
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
の
と
　
　
　
第
二
条

同
様
に
、
本
附
則
二
の
第
二
条
に
よ
っ
て
取
引
が
有
効
で
あ
っ
た
か
ど
　
　
　
　
本
法
第
五
条
に
お
い
て
、
代
理
人
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
、
継
続
的
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
に
つ
い
て
の
規
定
を

含
む
も
の
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附
則
三
　
共
同
代
理
人
及
び
連
帯
的
代
理
人

第
四
条

第

一
編
　
共
同
代
理
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
法
第
六
条
の
規
定
は
、
第
五
項

（
ｅ
）
の
定
め
る
継
続
的
代
理
権

授
与
証
書
の
登
録
に
対
す
る
異
議
の
理
由
が
継
続
的
代
理
権
を
付
与
さ

第

一
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
た
代
理
人
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

本
法
第
二
条
第
七
項
に
お
い
て
、
代
理
人
が
継
続
的
代
理
権
授
与
証
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

書
を
作
成
す
る
時
点
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
第
二
　
　
　
第
五
条

番
目
又
は
最
後
の
代
理
人
が
継
続
的
代
理
権
授
与
証
書
を
作
成
す
る
時
　
　
　
　
本
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
、
代
理
人
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
一
九
七
九
年
統
一
継
続
的
代
理
権
法
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
八
五
年
継
続
的
代
理
権
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一九
九
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巻
三
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四
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（
一
九
九
八
年
）

る
が
、
こ
れ
は
、
継
続
的
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
に
つ
い
て
の

規
定
を
含
む
も
の
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条

本
法
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
、
代
理
人
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
継
続
的
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
代
理
人
に
つ
い
て
の

規
定
を
含
む
も
の
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
編
　
連
帯
的
代
理
人

第
七
条

本
法
第
二
条
第

一
〇
項
に
お
い
て
、
代
理
人
の
破
産
に
つ
い
て
規
定

さ
れ
て
い
る
が
、
ン」
れ
は
、
継
続
的
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
最
後
に
残
っ

て
い
る
代
理
人
の
破
産
に
つ
い
て
の
規
定
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
と
す

る
。
継
続
的
代
理
権
を
付
与
さ
れ
た
そ
の
他
の
代
理
人
の
破
産
も
、
そ

の
破
産
の
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
破
産
し
た
代

理
人
の
代
理
権
を
失
効
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

三
〇
〇

第
八
条

本
法
第
四
条
第
六
項
に
よ
っ
て
課
さ
れ
て
い
る
放
棄
に
対
す
る
制
限

は
、
設
定
者
が
意
思
能
力
を
喪
失
し
、
又
は
意
思
能
力
を
喪
失
し
つ
つ

あ
る
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
を
有
す
る
代
理
人
に
対
し
て
の
み
、
適

用
さ
れ
る
。


